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  令和８年分の税額表                    

Ｑ：令和８年税制改正では、基礎控除や給

与所得控除が改正されますが、税額表はどう

なりますか？                                       

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

令和８年分の給与に適用される「源泉徴収

税額表」は、税制改正が行われたにもかかわら

ず、月々の源泉徴収では大きく見直されない

点が特徴です。 

令和８年度税制改正では、物価上昇を踏ま

え、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額

がそれぞれ４万円引き上げられます。その結

果、両者の合計額は178万円となり、これまで

より多くの人が「所得税がかからない範囲」で

働ける見込みです。 

しかし、令和８年分の税額表には、これら改

正内容のすべては反映されません。具体的に

は、税額表に反映されているのは、令和７年度

改正による基礎控除額58万円や給与所得控除

の最低保障額65万円といった本則部分のみで

す。一方、令和８年度改正による引上げ分や、

基礎控除・給与所得控除の特例による加算部

分は、月次の源泉徴収では考慮されません。 

そのため、令和８年中の給与から天引きさ

れる所得税は、実際の最終税額より多めにな

る人も出てきます。この差額については、12月

1日以後に行う年末調整でまとめて精算され

る予定です。年末調整では、基礎控除や給与所

得控除の引上げ分、特例の加算分などを反映

し、正しい税額に調整します。 

つまり、令和８年分は「月々は従来どおり、

年末でまとめて調整」ということになります。 
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